
契約者は「保護者」 

子供を守る主体は「保護者」 
 

令和３年６月  

 佐野市立○○○○学校保護者 様 

 

佐野市小中義務教育学校ＰＴＡ連絡協議会長  山 越 智 行  

佐野市教育委員会教育長           津布久 貞 夫  

佐野市立小・中学校長会長          野 城 久 雄  

佐野市立○○○○学校長           ○ ○ ○ ○  

佐野警察署長                神 山 政 明  

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットトラブルの危険から子供たちを守るために、 

保護者ができる５つのポイント 
１ 家庭のルールを子供と一緒に作りましょう。 
２ 率先してマナーを守り、よい手本になりましょう。 

３ 
フィルタリングやペアレンタルコントロールを 

上手に活用しましょう。 
４ 子供の利用状況を確認しましょう。 
５ 家庭で作ったルールが守られているか、確認しましょう。 
※ フィルタリング・・・インターネットで閲覧できる内容を制限すること 

※ ペアレンタルコントロール・・・保護者がスマートフォンの利用を制限できる機能 

 

★スマートフォンや携帯電話等は「保護者」が購入して、子供に貸与するものです。 

 

 

 

スマートフォンや携帯電話、ゲーム機等を使った不適切な

インターネットの利用により、ＳＮＳ上のいじめ、個人情報

の流出、不適切な写真や動画の投稿、性犯罪被害、ネット依

存、ゲーム依存、生活習慣の乱れ等の問題が生じています。 

これらの危険から子供たちを守るため、以下の点について、

御理解と御協力をお願いします。 

佐野市の子供たちを守り、育てるために、 

             の利用のルールとマナーについて 

家庭でしっかりと話し合いましょう。 
 

スマートフォン・ 
携帯電話等 



子供を危険から守り、安全

な環境を整えるのは大人

の責任です。 

家族で話そう！一緒に決めよう！！ 

わが家のスマホやインターネットのルール！ 
 

□ ゲームとネットを合わせて、使ってよいのは1日     時間までにする。（学習以外） 

□ 食事中、入浴中、夜       時以降は使わない。 

□ （                    ） 自分の部屋には持ち込まない。 

【わが家のルール】 

□  

 

 

□ 名前、住所、写真等、個人が分かるような情報をのせない。 

□ ネットで知り合った人と会わない。 

□ トラブルや不安なことがあれば、すぐに家族、学校、大人に相談する。 

【わが家のルール】 

□  

 

□ メールやLINEは     ：     までにする。 

□ 友達とルールを共有する。（すぐ返信しなくてよい約束をするなど） 

□ うわさや悪口を広めたり、人のいやがることを書いたり、友達の画像や動画を 

のせたりしない。 

【わが家のルール】 

□  

 
 

 

 
 

～この用紙の使い方～ 

① 家族で話し合ってこの用紙にルールを書く。 

② いつも見えるところに貼る。 

③ 月に一度、使い方の振り返りをする。 

④ 必要に応じて、ルールを見直す。 

・いつも 
・夜     時以降は 


